
 

人口減少と高齢化が進むなか、地域住民にとって便利で暮らしやすいま

ちを形成するためには、より質の高い市街地の形成が必要です。 

館林市では、館林駅西側の土地区画整理事業施行区域内の市有地や公園

予定地などを活用した地域住民の生活利便性向上につながる施設の誘導

について検討しています。本会議は、館林市が便利で暮らしやすいまちに

なるためには、どうしたらよいか、考え方を共有し、市と一緒になって取

り組んでいただくための場所です。 

主催：館林市（都市建設部区画整理課） 

市内の法人又は法人のグループで、研究会の開催趣旨に賛同し、館林市の

発展のために研究いただける方。 

※ 参加申込みがあっても、人数の都合や日程の調整ができない場合には、参加をお

願いできない場合がございますので、あらかじめご了承ください。 

その際は、改めてご連絡をいたします。 

→ 参加申込書は裏面へ 

開 催 趣 旨 

参加者要件 

(仮称)駅西区画整理地内の市街地推進研究会 
※研究会の参加は事前申込制です 

※全５回(10月までの月１回)開催予定 

※日時は、参加希望者の皆様と調整さ

せていただきます 

開催日時 

( 予 定 ) 

館林市役所５Ｆ（群馬県館林市城町１番１号） 

令和  

５年  ６ 月中旬 
場 所 


